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１．はじめに
　2015年，わが国の障害者福祉の歴史は戦後から70
年を迎える．これまでに，わが国の障害者福祉に関
する法律は，1949年の身体障害者福祉法に始まり，
2013年の障害者総合支援法と様々な変遷をしてき
た．障害者福祉施策については，戦後直後の貧困対
策を中心に，その後は収容保護や施設入所による処
遇が主となった．1990年代に入ると，在宅を中心と
した施策が展開されることになった．そして，2000
年の社会福祉基礎構造改革以降，社会的に弱い立場
にある人々を社会の一員として包み支え合うとし
た，ソーシャル・インクルージョンの理念が進めら
れ，地域を基盤とした施策が展開されることになっ
た1）．また，高齢福祉分野においても，「地域包括
ケア」や「地域包括ケアシステム」の構築に力を注
いでおり，地域を基盤にした施策の展開がすすめら
れている2）．
　このように，わが国の障害者福祉に関する歴史は
様々な変遷をし，近年では，障害福祉分野だけでは
なく，あらゆる分野において「地域」をキーワード
とした施策の展開が潮流している．こうしたなか，
わが国の障害者福祉に関する歴史を振り返る際に，
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筆者自らの実践地域に焦点をあて，その地域の障害
者福祉に関する歴史についても振り返ることが必要
と考えた．
　そこで，本論文は，筆者の実践地域である山口県
に焦点をあて，山口県の障害者福祉の実態について
整理をする．そして，その結果を基に，今後のわが
国の障害者福祉に関する新たな展望について考察す
ることを目的とする．
　ここで，戦後から2000年代までの障害者福祉の変
遷に関して，戦後から1950年代までを「施策の基盤
づくり期」，1960年代から1970年代までを「施策の
発展期」，1980年代から1990年代までを「施策の充
実期」，2000年から現在までを「施策の統合期」と
大きく4つの時期に分けることにした．そして，こ
れら4つの時期のうち，本論文では，戦後から1950
年代の「施策の基盤づくり期」に限定して整理をする．

２．�戦後から1950年代までのわが国の障害者福祉
に関する法律の流れ

　山口県の障害者福祉の実態について整理をする前
に，戦後から1950年代までのわが国の障害者福祉に
関する法律の流れについて概観する．ここでは，特
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に，身体障害者，精神障害者，障害児に関する法律
を概観する．
　1945年8月の敗戦直後，わが国の社会情勢は混乱
状況に陥っており，貧困者の増加や物資の不足など，
総スラム化状態となった．そのような状況において，
わが国の社会福祉の戦後処理は，戦争で傷ついた50
万人近い障害者や生活困窮者などの保護や救済をす
ることが緊急の課題であった3）．こうした課題を抱
えたなか，1946年に「（旧）生活保護法」が制定さ
れた．同年には，日本国憲法が公布（1947年施行）
され，その第25条に「すべて国民は，健康で文化的
な最低限度の生活を営む権利を有する」とした生存
権が規定された．1947年には，障害者の職業補導等
をおこなうとした「身体障害者職業安定要綱」が定
められ，1948年には，身体障害者の収容授産施設を
12箇所設置するなどの対策が講じられた3）．
　こうして，戦後，混乱情勢のなかにあったわが国
の障害者対策は収容保護対策が中心であったことに
加え，障害者福祉施策としては，傷痍軍人に対して
のみに適用されていた．しかしながら，日本国憲法
における生存権が規定されたことによって，一般の
障害のある人にも福祉施策が適用されることになっ
た点は，わが国の障害者福祉施策は大きな転換点と
なった．
　その後，わが国最初の障害者に対する法律とし
て，1949年に「身体障害者福祉法」が制定された．
その第1条に「身体障害者の更生を援助し，その更
生のために必要な保護を行い，もつて身体障害者の
福祉の増進を図ることを目的とする」と明記され，
障害者の保護というよりは更生を目的とした法律で
あった．ここでいう更生とは，「経済的自立・職業
的自立に限定されたもの」4）としていたことに加え，
対象者も働く能力が損傷されている18歳以上で，身
体障害者手帳の交付を受けた者に限定をし，重度障
害者や更生の可能性がほとんどない者は適用対象か
ら除外さるといった，かなり限定的な法律でもあっ
た5）．
　続いて，精神障害者に関する法律について概観す
る．精神障害者に関する法律では，すでに，1900年
精神病者を私宅監置として認めていた「精神病者監
護法」，1919年治療を目的とした「精神病院法」が
制定されていた．当時は病院数の絶対的不足から，
私宅監置による処遇が続いていた．1950年に「精神
衛生法」が制定され，長年続いた私宅監置は廃止と
なった．また同法は，精神科病院を都道府県に義務
付けたことや隔離や収容ではなく，入院や治療によ
る医療保護を本格化したことに加え，精神障害の発
生予防や健康増進の観点にも着目をした点で特徴的

であった．しかし，その一方で，国は精神科病院の
設置を促進する施策を講じ，精神科病院の設立を促
したことによって，結果的に精神科病院への入院を
急増させるにことになった3,5,6）．精神障害者の施策
としては，福祉というよりも，医療を中心とした施
策であった．
　これまで障害者に関する法律を整理してきたが，
ここで，障害児に関する法律についても概観する．
障害児に関する法律としては，1947年に制定された
「児童福祉法」がある．同法は18歳未満のすべての
児童を対象とし，戦後の浮浪児や戦争孤児，貧困家
庭児の保護に加え，精神薄弱児（現：知的障害児）
や肢体不自由児を対象にした保護や援護，指導など
も実施をした法である．つまり，障害児も法の対象
としていた．このように，18歳未満のすべての児童
を対象とした「児童福祉法」であったが，施設入所
をしていた精神薄弱児が18歳になった場合（法律上
では児童福祉法の対象外となったとき），その施設
を退所した後の行先がないことに加え，在宅福祉施
策の対象外にもなる問題が生じることが起きた．こ
のような問題が起きたことで，精神薄弱者愛護協会
や精神薄弱児育成会などの民間団体は，18歳以上の
精神薄弱者（現：知的障害者）の福祉施策の必要性
を訴えた運動をおこなった．その結果，1960年に「精
神薄弱者福祉法（現：知的障害者福祉法）」が制定
されることになった3）．
　このように，戦後のわが国における障害者福祉施
策について整理をすると，戦後直後は貧困対策を中
心にスタートしたが，その後，障害者対策は貧困対
策と分離して進められていくことになった．そして，
障害の種類別によって法律が制度化されていくこと
になり，いわゆる縦割り制度として，障害者対策が
講じられることになった．
　続いて，山口県の障害者福祉の実態について整理
をする．

３．�戦後から1950年代までの山口県内における障
害者福祉の動向

３. １　山口県内における障害者福祉の動向
　山口県は本州の最西端に位置し，面積は約
6,110km2で，県土の約7割が森林や傾斜地が多く，
平坦な耕地等が少ないといった中山間地域となって
いる7）．総人口は，1958年に162万3千人（推計人口）
をピークに，その後は，140～150万人の人口を推移
し，2015年2月1日現在で，約140万5千人である8）．
　ここで，戦後の山口県の障害者福祉の動向を整理
する前に，山口県の社会福祉に関する研究をしてい
る人物を紹介する．その人物とは，ノートルダム清
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心女子大学教授（2015年2月1日現在）の杉山博昭氏
（以下，杉山氏と称する）である．杉山氏は，山口
県における社会事業や社会福祉に関する数多くの研
究をしている9.10）．例えば，山口県における救療事
業について論じたり9），慈善事業から社会事業など
の発展に大きくかかわった姫井伊介についても論じ
ている11）．このように，杉山氏の山口県の社会福祉
史研究に関する業績は偉大なものである．
　続いて，戦後の山口県内における障害者施策の動
向に関して整理をする．本来であれば，戦後から
1950年代までの山口県内における障害者福祉施策の
動向について整理すべきだが，それらの資料等は，
筆者が探す限りにおいては見当たらなかった．そこ
で，戦後の山口県内における障害者施策の動向に関
する資料として，1982年に策定された「山口県障害
者対策長期計画」や1994年に策定された「山口県障
害者福祉長期ビジョン」があり，それらの内容につ
いて簡単に紹介をしておく．1982年の「山口県障害
者対策長期計画」は，国連が1981年を「国際障害者
年」とすることを決議するとともに，障害者のため
の長期計画を加盟各国に策定するよう促したことか
ら，山口県でも「障害者福祉の実現を目指して遂行
される施策の基本的方向と目標を示すもの」12）とし
て，10か年計画で策定されたものであった．そして，
山口県の障害者福祉施策の主要施策としては，①医
療・教育の充実，②特殊教育の充実，③雇用・就労
の促進，④福祉対策の拡充，⑤住みよい環境づくり，
の5つの分野に体系化されて事業実施をすることに
なった12）．次に1994年に策定された「山口県障害者
福祉長期ビジョン」について述べる．この長期ビジョ
ンは「障害をもつ方々が地域で安心し，生きがいを
もって生活できる“心のかよう福祉社会”を築いて
いこうとするもの」13）として策定されたものであっ
た．そのなかで1982年策定の「山口県障害者対策長
期計画」の成果について，障害者自身の自立と社会
参加の意欲が高まり，県民の障害者への理解も深ま
るなど，着実な成果を上げているとの報告をしてい
る13）．
　このように，山口県における障害者福祉施策の動
向は，既存の資料としてあるものを整理したため，
いずれも，1980年以降のことになった．そこで，戦
後から1950年代までの山口県内における障害者福祉
施策の動向については，山口県内の障害者数や施設
数などの実態について次項で整理をすることにした．
３. ２　�山口県と全国の障害者福祉に関する実態の

比較
３. ２. １　山口県と全国の障害者数の実態の比較
　本項では，身体障害者並びに精神薄弱者，精神障

害者の実態数について山口県と全国の比較整理をす
る．ただし，戦後から1950年代までの実態数が把握
できない資料もあるため，筆者が探す限りにおける
実態数を整理することにした．そのため，本論文で
設定した年代以外の数値を整理していることもある
ので，予め断っておきたい．
　まず，身体障害者数について整理をする．厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部企画課における
「平成18年身体障害児・者実態調査結果」によると，
1955年，18歳以上の在宅の身体障害者の推計数は78
万5千人であった14）．山口県では，1955年に身体障
害者数は，1万6,485人，1956年には1万7,450人15,16）

であった．
　続いて，精神薄弱者数について整理をする．精神
薄弱者の全国的な規模の実態調査としては，1961
年と1966年に行われており，「精神衛生資料 第14
号」17）にまとめられている．その資料において，
1961年に精神衛生義務教育を終えた15歳以上の精神
薄弱者を対象とした調査における精神薄弱者数は，
全国で34万3千人であった．1966年に全年齢を対象
にした精神薄弱者（児）数は，48万4,700人（そのうち，
精神薄弱者数は22万1,200人）であった．山口県では，
戦後から1950年代，その他の年代において，精神薄
弱者数の実態についての資料は筆者が探す限りにお
いては見当たらない．そこで，1985年以降に療育手
帳保持者数の統計がまとめられているので整理をす
る．ただし，精神薄弱者数と療育手帳保持者数は必
ずしも同数値とは限らないので，比較対照すること
はできないことを断っておく．山口県では，1985年，
1986年，1987年における療育手帳保持者数は，それ
ぞれ4,443人，4,687人，4,987人となっている13）．ま
た全国では，それぞれ30万6千人，31万5千人，33万
3千人となっている18）．
　最後に，精神障害者数について整理をする．戦
後，厚生省による精神障害者に関する全国調査とし
て「全国精神衛生実態調査（昭和29年，昭和38年）」
がおこなわれ，1954年に130万人，1963年に124万人
の推計であった17）．精神薄弱者の実態同様に，山口
県において，戦後から1950年代において，精神障害
者の実態についての資料は筆者が探す限りにおいて
は見当たらないが，1982年の統計では，推計で精神
障害者数が1万4千人となっていることが明らかにさ
れている13）．
　身体障害者並びに精神薄弱者，精神障害者の実態
数について整理をした結果，戦後から1950年代まで
の実態数ではないものもあったが，山口県と全国の
実態数を比較すると，山口県の障害者数は，全国の
障害者数の割合から推計すると，およそ1～2％台を
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推移していることが推測できる．
３. ２. ２　�山口県と全国の障害者福祉施設数の実態

の比較
　1950年代における山口県と全国の障害者福祉施設
について，「厚生白書」19-21）並びに既存の資料として
最も古いとされる山口県内の「社会福祉施設等名簿
（昭和49年5月1日現在）」22）を参照に整理をするこ
とにした．ここで，精神薄弱者を対象とした施設は
1960年の「精神薄弱者福祉法」制定以降に設立して
いることから，本論文で論ずる年代とは異なるので，
ここでは整理しないことを断っておく．
　まず，当時の児童福祉施設について簡単に整理を
する．児童福祉施設は種別も多いため，ここでは，
特に，肢体不自由児施設，精神薄弱児施設，虚弱児
施設，盲児施設，ろうあ児施設について整理をする
ことにした．それらのなかでも，精神薄弱児施設は

圧倒的に多かった．山口県においては，公立の虚弱
児施設，盲児施設，ろうあ児施設が1箇所ずつ，民
間の精神薄弱児施設が2箇所，肢体不自由児施設が1
箇所であった．（表1を参照）
　続いて，障害者施設について整理をする．障害者
施設は，主に身体障害者福祉法に基づいた施設が多
く存在していた．身体障害者施設は，1958年まで，
すべての施設の設置主体者が国公立であった20）．そ
の後，1959年以降，設置主体者が国公立だけではな
く，民間施設としての社会福祉法人が設置主体者と
なったことも明らかである21）．1950年代の山口県に
おける障害者施設は，1952年に創設された肢体不自
由者更生施設の1箇所のみで，設置主体者は山口県
であった22）．（表2を参照）
　最後に精神障害者の分野について整理をする．昭
和初期，全国に2万床あった精神科病床は，終戦時

　　　　　　　　　表1　山口県と全国の障害児施設の実態　　　　　　　　　（箇所）

施設名称
1955年

（昭和30年）
1956年

（昭和31年）
1959年

（昭和34年）
山口県 全国 山口県 全国 山口県 全国

肢体不自由児施設 0 16 0 19 1 38
精神薄弱児施設 0 75 0 86 2 109
虚弱児施設 0 21 1 21 1 24
盲児施設 1 29 1 29 1 32
ろうあ児施設 1 36 1 36 1 41
出�典：http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/kousei/（2015年2月21日
現在），厚生省「厚生白書（昭和31年度版～昭和32年度版）」，厚生省「厚生白書�昭
和34年度版」，269頁，山口県「社会福祉施設等名簿（昭和49年5月1日現在）」，6
－9頁を改変．

注�：児童福祉施設のなかでも，特に，肢体不自由児施設，精神薄弱児施設，虚弱児施設，
盲児施設，ろうあ児施設にて整理することにした．

　　　　　　　　　表2　山口県と全国の障害者施設の実態　　　　　　　　　（箇所）

施設名称
1955年

（昭和30年）
1956年

（昭和31年）
1959年

（昭和34年）
山口県 全国 山口県 全国 山口県 全国

肢体不自由者更生施設 1 36 1 35 1 39
身体障害者収容援護施設 0 23 0 20 0 33
失明者更生施設 0 5 0 5 0 5
ろうあ者更生施設 0 0 0 1 0 1
出�典：http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/kousei/（2015年2月21日
現在），厚生省「厚生白書（昭和31年度版～昭和32年度版）」，厚生省「厚生白書�昭
和34年度版」，235頁，山口県「社会福祉施設等名簿（昭和49年5月1日現在）」，6
－9頁を改変．

注�：精神薄弱者更生施設については，1960年の「精神薄弱者福祉法」の施行以降に
設立となったため，ここでは整理しないこととする．つまり，1960年まで，精神
薄弱者更生施設は設立されていなかった．
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には4,000床までに減少することになった．1950年
「精神衛生法」の制定以降，病床数は増加し，1953
年には，病院数200箇所，病床数2万8,000床，1959
年には，病院数476箇所，病床数6万7,319床までに
増加している17,23）．山口県でも同様に，「精神衛生法」
の制定以降，各圏域における精神科病院の開院の増
加が目立った24）．（表3を参照）

　表3　山口県と全国の精神科病院の実態　（箇所）
1955年

（昭和30年）
1956年

（昭和31年）
1959年

（昭和34年）
山口県 　6 　7 　8
全　国 266 322 476
出�典：http://www.nisseikyo.or.jp（2015年2月21
日現在），会員病院紹介（山口県）．公益社団法
人日本精神科病院協会，国立精神衛生研究所「精
神衛生資料（昭和42年）」第14号，20頁を改変．

　山口県と全国の障害者福祉施設数の実態について
整理をした結果，山口県の障害者施設は身体障害者
を対象とした，肢体不自由者更生施設の1箇所のみ
であった．さらに，児童福祉施設については，本項
で限定的に整理をしたが，精神薄弱児施設の2箇所
が最も多く，その他の施設と合わせて5箇所であっ
た．また，1950年代における山口県内の身体障害者
の実態数（1万6,000～7,000人）から考えても，身体
障害者が入所して支援を受けられるほどの施設数が

足りていないことは明らかであったと考えられる．
しかしながら，各都道府県に必ずしも肢体不自由者
更生施設（36箇所）が設立されていた状況ではなかっ
たにもかかわらず，36箇所のうちの1箇所が山口県
に存在していたことは，当時の山口県の障害者施策
を進めていくにあたっては意義のあったことと考え
る． 
　最後に，わが国の障害者福祉の法律の流れと山口
県の障害者福祉施設の開設年の経過について，表4
に整理をした． 

４．考察
　本論文は，戦後から1950年代におけるわが国の障
害者福祉に関する法律の流れを概観するとともに，
筆者の実践地域である山口県を焦点にあて，山口県
の障害者福祉の実態について，全国の実態と比較し
ながら整理をした．
　そこで，本節では，これまでの整理の結果を基に，
今後，わが国の障害者福祉に関する新たな展望につ
いて考察をする．
４. １　�官民協働で支援の必要な障害者を早期発見

し，地域全体で支えることのできる仕組み
づくりの必要性

　戦後から1950年代における障害者福祉は，法や施
策が整えられていく基盤づくりの時期であった．そ
のため，入所施設や利用可能なサービスが少ないこ
とに加え，それらを利用する対象者も障害の種別に
よって限定されていた．そのような状況のなか，何

表４　�わが国の障害者福祉の法律と山口県の障害者福祉施設の
開設年

年 障害者福祉の法律 山口県の障害者福祉施設開設年
1946 （旧）生活保護法

1947
日本国憲法
児童福祉法

1949 身体障害者福祉法
1950 精神衛生法 （公立）

盲児施設，ろうあ児施設 開設
1952 （公立）

精神科病院 開院
（公立）
肢体不自由者更生施設 開設

1956 （公立）
虚弱児施設 開設

1958 （民間）
精神薄弱児施設 開設

1959 （民間）
肢体不自由児施設 開設
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らかの福祉サービスや施策などの利用に繋がってい
る障害者たちがいる一方で，それらのサービスや施
策などと繋がっていない，もしくは利用できていな
い，さらには，それらの情報すらも知ることすらで
きずに地域で暮らしている障害者たちも存在してい
たと考える．つまり，その当時における障害者の多
くは，支援を受けたくても受けられないでいる，支
援が必要な障害者にまで支援の手が行き届くことす
らできなかった状況であったと言えよう．そのよう
な状況は，山口県の障害者数と施設数の実態を整理
した結果から，山口県においても同様の状況が起き
ていたと考える．
　そこで，今後の障害福祉分野の展望について考え
ると，何らかの課題や問題を抱えながら，どの機関
や人とも繋がらずに地域のなかで暮らしている障害
者を，地域のなかで発見し，必要な機関や人に繋げ
ていくことが必要であると考える．福富はアウト
リーチについて「相談機関で相談事を抱えた人が
やってくるのを待つのではなく，機関の外（out），
すなわち援助を必要としている人がいる地域社会や
彼らの生活空間に出向いていくことで，援助の手を
彼らに届かせる（reach）こと」25）と述べている．また，
支援の継続性として，地域全体で障害者を支えてい
くことのできる仕組みを構築していくことも必要と
考える．そのような仕組みを構築していくためには，
行政をはじめ，障害福祉分野に関係する機関や人，
さらには地域住民など，官と民が，これまで以上に
連携を深め協働し，それぞれの役割を遂行していく
ことが必要であると考える．
４. ２　�他分野とシームレスな関係を構築すること

の必要性　－地域包括支援センターとの連
携を手がかりに－

　近年における障害福祉施策は，「地域」をキーワー
ドに施策が展開されている．このことは，医療分野
や高齢福祉分野においても同様の施策を展開してい
る．「地域」をキーワードにした施策は分野を問わ
ず共通しているが，障害福祉分野は障害者（児）支
援のみ，高齢福祉分野は高齢者支援のみ，といった
縦割りで施策を展開していると考える．そのような
分野別に縦割りで支援をしていくのではなく，分野
を問わず，互いが横の繋がりをもってリンクし合い，
シームレスな関係を構築していくことが必要である
と考える．そうすれば，先述の官民協働で支援の必
要な障害者を早期発見し，地域全体で支えることの
できる仕組みづくりが，より実現可能なものに近づ
くと考える．
　そこで，今後，障害福祉分野が他分野とシーム
レスな関係を構築していくための一つの方法とし

て，高齢者の総合相談機関である地域包括支援セン
ター†1）との連携を図ることが必要であると考える．
　現在，筆者は相談支援専門員†2）として従事して
いるが，これまで，地域包括支援センターでの実践
経験を含め，十数年にわたって高齢福祉分野での実
践をおこなってきた．その経験から，特に，地域包
括支援センターにおいては，設定された圏域ごとに
設置されており，民生委員や福祉員をはじめ，地域
住民や地域のあらゆる団体などとの繋がりをもって
いる機関である．そうした繋がりがあることで，地
域住民をはじめ，民生委員や福祉員などからの相談
が寄せられることも多い．今後，障害福祉分野とし
ては，地域包括支援センターとの連携を図ることに
よって，課題や問題を抱えながら，どの機関や人と
も繋がらずに地域のなかで暮らしている障害者を，
地域のなかで発見し，必要な機関や人に繋げ，地域
のなかで支えていくことが，より実現可能に近づく
と考える．
　国は，だれもが住み慣れた地域で暮らし続けられ
るように，地域包括ケアシステム†3）の構築の必要
性を主張している2）．戦後の障害福祉の法体制が障
害種別ごとに縦割りになっていたように，障害福祉
分野は障害者（児）支援のみ，高齢福祉分野は高齢
者支援のみ，といった縦割りで支援をしていくので
はなく，横の繋がりをもった，シームレスな関係を
構築していくことが，ますます必要になると考える．
そして，そのことは，住み慣れた地域で障害者が暮
らし続けられるために，非常に重要なことになると
考える．岩間は「個を地域で支える援助と個を支え
る地域をつくる援助を一体的に推進する」26）ことの
重要性を述べている．さらに，岩間は「多様な担い
手による生活課題の解決を予防的観点を含みながら
地域ぐるみで推進していくものである」27）と主張し
ている．
　このように，住み慣れた地域で障害者が暮らし続
けられるためには，地域全体で障害者を支える仕組
みを構築していく一方で，障害福祉分野においては，
高齢福祉分野をはじめとした，他分野とシームレス
な関係を構築していくことも必要であると考える．
　これまで，官民協働での仕組みづくりの必要性や
分野を超えたシームレスな関係を構築することの必
要性など，制度や政策的な観点での考察であった．
　そこで，最後は，これまでの考察を踏まえながら，
今後，「地域」をキーワードに支援を展開し，住み
慣れた地域で障害者が暮らし続けられるために，ど
のようなことが実践者にとって必要であるのか，実
践者の立場から考察を加える．
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４. ３　�地域を巻き込んだ実践を展開していくこと
の必要性

　当然のことではあるが，戦後に比べて現在の障害
福祉に関する法や施策は整えられている．しかしな
がら，時代の変化とともに，障害者（児）のニーズ
も複雑で多様化しており，現行の諸制度では解決す
ることができない課題も存在する．そのため，相談
支援専門員は，当事者に対してサービスや制度の情
報提供をしたり，フォーマル・サービスやインフォー
マル・サービスなどの地域の多様な社会資源を活用
したりすることや，社会資源がなければ開発をする，
また，地域とのネットワークを構築するといったこ
とが求められている28）. つまり，相談支援専門員は
既存の制度やフォーマル・サービスの活用のみでは
なく，地域住民や民生委員，福祉員，さらには，ボ
ランティアなどのインフォーマル・サービスを含め
たコーディネートをし，ケアマネジメントの手法を
もって支援していくことが重要であると考える．
　以上のことから，障害者が住み慣れた地域で暮ら
し続けられるために，今後の相談支援専門員として
のあり方は，単にサービスを調整するのみではなく，
地域を巻き込んだ支援を展開していくことが，ます
ます重要になり，必要不可欠になってくると考える．
東は，相談支援専門員として地域と協働しながら，
地域とのネットワークを構築し，地域を巻き込んだ
支援をしていくことの重要性を主張した実践報告を
している29）．
　このように，相談支援専門員は，単に既存のサー
ビスを調整するのみではなく，十分なアセスメント
をもとに，当事者にとって，どのような課題がある
のか，その課題解決に向けて，どのような資源が地

域には存在し，どのような支援が得られ，どのよう
に活用できるのか，また，繋ぐことができるのか，
個だけではなく，地域にも視点を向けて実践してい
くことが重要であると考える．そのためにも，今後
も相談支援専門員自身の資質向上を目指して，日々
のたゆまぬ努力を重ね続けていくことが必要である
と考える．

５．おわりに
　近年，あらゆる分野で「地域」といった言葉をキー
ワードにして施策がすすめられてきている．そのよ
うな潮流のなか，本論文は，戦後から1950年代の障
害者福祉に関する法律の流れを概観するとともに，
筆者の実践地域である山口県に焦点をあて，山口県
の障害者福祉の実態の整理を通して，今後のわが国
の障害者福祉に関する新たな展望について考察をす
ることができた．
　本論文では，主に戦後から1950年代までの山口県
の障害者数や施設数の実態を整理することにとど
まったが，今後は，上記以外の山口県の障害者福祉
の動向や実態について整理をすすめていくと同時
に，障害種別ごとの動向や実態についても研究をす
すめていきたい．
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注
†1） 介護保険法 第115条の46第1項において「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行う

ことにより，その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的」とした地域の中核機関として
2006年に創設された．

†2） 障害者の「相談支援」は，障害者自立支援法（2006年施行）のなかで位置付けられた．同法に基づき，その「相談支援」
を担うのが相談支援専門員である28）．

†3） 2011年の介護保険法改正時に，厚生労働省は日常生活圏域（30分以内でかけつけられる圏域）において，高齢者
が地域で自立した生活が営めるよう，医療，介護，予防，住まい，生活支援サービスの5つの分野が切れ目なく提
供されるとした「地域包括ケアシステムの構築」を謳った2）．
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Abstract

　2015 marks 70 years of the history of welfare for the disabled since 1945. The laws and measures taken during 
that time have seen a variety of changes.
　In recent years, the expansion of measures using the keyword of “local community”has become a trend in all 
areas. With this in mind, it is necessary not only to look back at the history of welfare for the disabled nationwide 
but also at the history in our own local communities.
　This paper focuses on author’s community in Yamaguchi Prefecture and examines and classifies the welfare for 
the disabled there, particularly from 1945 to the 1950s. It is hoped that new vision for the welfare of the disabled in 
Japan will be considered in light of these observations.
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